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 平成 18年 12月、国連総会において「障害者権利条約」が採択され、我が国に

おいても平成 19年４月より特別支援教育が本格的にスタートしました。平成 24

年７月には、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育の推進」（中央教育審議会初等中等教育分科会報告）が公表され、

この報告を踏まえ、平成 25 年９月に学校教育法施行令が一部改正されました。

「認定就学」制度の廃止や総合的判断（本人・保護者の意向を可能な限り尊重）、

柔軟な転学など、就学制度の改正が行われました。その後も障害者差別解消法や

高等学校等における通級による指導の制度化、個別の教育支援計画等の義務化

など、特別支援教育に係る関係法の整備が進み、現在の新学習指導要領の本格実

施に至っています。 

このように特別支援教育をめぐる社会や環境の変化に伴い、特別な支援を必

要とする幼児児童生徒の数は増加の一途を辿っています。県内の特別支援学級

や通級指導教室も急増しており、その担当者の確保や育成が大きな課題となっ

ています。特に、特別支援学級の人材育成が急務であるとともに、就学担当であ

る市町村教育委員会の指導主事の責務も大きくなってきています。 

そこで、県教育委員会では、市町村教育員会及び特別支援学級の担当者の支援

を目的に、平成 24年作成の特別支援学級ガイドラインをベースに、教育相談・

就学先の決定と特別支援学級の教育課程に重点を置き、県立教育センターと協

働して、令和２年６月に本ガイドラインを全面改定し初版を発行しました。 

特別支援教育では、一人一人の幼児児童生徒が、授業内容が分かり、学習活動

に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる

力を身に付けることが重要になります。そのためには、障害の状態等に応じた教

育課程を編成することが重要であり、その前提として市町村教育委員会による

適切な就学先の決定があります。ややもすると、客観的根拠より保護者の意向が

優先された就学先の決定がなされてしまうケースや障害の状態に教育課程が合

わないケースが見受けられます。 

本ガイドラインでは、こうした部分の整理を含め、実践例を交えながら分かり

やすく作成しました。 

なお、令和３年６月に「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）が

発行され、令和４年４月には「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用に

ついて」（文部科学省）が通知されたことから、令和２年度版の一部を加筆修正

し、改訂版として発行します。 

本ガイドラインが、特別支援学級で学ぶすべての児童生徒の、より充実した教

育活動につながることを願っております。 

 

    令和５年５月         

                       新潟県教育委員会  

はじめに 



 

 

 

 

  はじめに 

 

  目次 

 

  第１章 特別支援学級の正しい理解           ・・・・・１ 

     １ 特別支援学級とは 

     ２ 特別支援学級の対象 

     ３ 特別支援学級の標準学級数算出の考え方 

 

  第２章 教育相談・就学先の決定            ・・・・・５ 

     １ 関係者の心構えと関係者に求められること 

     ２ 就学先の決定までの流れ、留意点 

      ⑴ 保護者への事前の情報提供 

      ⑵ 就学期における特別な支援が必要な幼児の把握 

      ⑶ 就学先の検討 

      ⑷ 就学先の決定 

     ３ 特別支援学級の就学判断 

      ⑴ 障害の程度によるそれぞれの学びの場のイメージ 

      ⑵ 就学先の決定 

      ⑶ 発達障害のある児童生徒の学びの場と指導形態 

     ４ 市町村教育委員会の役割 

     ＜参考＞  

【事例１】知的障害を伴わない発達障害のあるＡさんの就学判断 

     【事例２】知的障害を伴う発達障害のあるＣさんの就学判断 

     「本人・保護者の意見を最大限尊重」とは 

 

  第３章 特別支援学級の教育課程            ・・・・・13 

１ 在籍児童生徒に合った教育課程の編成、実施 

⑴ 教育課程編成の基本的な考え方 

      ⑵ 自立活動について 

       ア 自立活動の教育課程上の位置付け 

       イ 自立活動の指導の特色 

目 次 

d 



       ウ 自立活動の「内容」とその取扱い 

       エ 自立活動の時間に充てる授業時数 

       オ 自立活動の評価 

 

      ⑶ 児童生徒の実態に応じた教育課程編成の手順 

      ⑷ 交流授業の実施の検討、設定 

 ア 交流及び共同学習の目的 

 イ 交流及び共同学習の設定 

     ２ 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成手順とポイント 

 

  第４章 特別支援学級の「弾力的な運用」        ・・・・・37 

     １ 特別支援学級の「弾力的運用」とは 

     ２ 「弾力的な運用」の実際例 

      ⑴ 交流及び共同学習における取組 

      ⑵ 授業時間内に実施する個別指導や少人数のグループ指導 

      ⑶ 授業時間外に実施する個別指導や少人数のグループ指導 

     ３ 特別支援学級の「弾力的な運用」の留意点 

 

  第５章 特別支援学級担任の資格・要件          ・・・・・40 

     １ 特別支援学級担任に関する免許制度について 

     ＜参考＞ 

特別支援学校教諭免許状の取得方法 

２ 中学校特別支援学級担当教員に必要な免許状 

     ３ 特別支援学級担任としての専門性 

 

  第６章 特別支援学級の授業時数等            ・・・・・42 

     １ 特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の時数 

２ 学びの場の変更について 

 

  参考・引用資料



 

- 1 - 

 

 

 

 

１ 特別支援学級とは 

特別支援学級は、以下の学校教育法第 81条によって位置付けられています。 

障害のある者で、通常の学級における教育では十分な教育効果を上げることが

困難な児童生徒等のために特別に編制される少人数の学級です。 

 学校教育法第 81 条第２項に示された障害のある児童生徒に対して、その障

害の状態や教育的ニーズに応じた指導を行います。単に個別での学習を行うた

めの学級ではないこと等に留意が必要です。 

 そのため、通常の学級と同じ教育課程ではなく、児童生徒の特性に応じた特

別の教育課程が必要となります。学校教育法第 81 条第１項の「障害による学

習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする」について、現

行の学習指導要領では、自立活動を特別の教育課程に取り入れることが示され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校教育法】 

（特別支援学級） 

第 81 条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各

号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とす

る幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による

学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 

２ 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当す

る児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 

１ 知的障害者 

２ 肢体不自由者 

３ 身体虚弱者 

４ 弱視者 

５ 難聴者 

６ その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 

３ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特

別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 

【学校教育法施行規則 137条】 

特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第 81条第項各２

号に掲げる区分に従って置くものとする。 

第1章 特別支援学級の正しい理解 
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２ 特別支援学級の対象 

特別支援学級の対象は、特別支援学校の対象には該当しない軽度の障害のあ

る児童生徒です。平成 25年 10月４日付け「障害のある児童生徒等に対する早

期からの一貫した支援について（通知）」（25 文科初第 756 号）で、以下のよ

うに特別支援学級の対象を示しています。 

種類 障害の程度 

知的障害者 

知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり

日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困

難である程度のもの 

肢体不自由者 
補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動

作に軽度の困難がある程度のもの 

病弱者及び  

身体虚弱者 

一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的

に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度

のもの 

弱視者 
拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認

識が困難な程度のもの 

難聴者 
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な

程度のもの 

言語障害者 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある

者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞

く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これ

に準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するもの

ではない者に限る。）で、その程度が著しいもの 

自閉症・   

情緒障害者 

一 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対

人関係の形成が困難である程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもの

で、社会生活への適応が困難である程度のもの 

※ただし、新潟県では、言語障害者を対象とした特別支援学級を設置していません。 
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３ 特別支援学級の標準学級数算出の考え方 

 

学校教育法第 81条に規定する特別支援学級の１学級の児童数又は生徒数は 

８人以下とする。 

 

 ＜留意点＞ 

⑴ 同学年の児童生徒で編制することが原則であり、できる限り少ない個数の

学年で編制する。 

⑵ 複式編制は「２以上の学年の児童生徒数」の合計が８人以下の場合である。 

⑶ 児童生徒数が標準を下回っている下の学年から順に編制する。必ずし

も、引き続く学年の児童生徒数によることを要しない。 

 

【 例１ 】 

＼学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合 計 

児 童 数 ３人 ２人 ２人 ４人 ３人 ２人 16人 

標準学級数 １学級 １学級 １学級 ３学級 

（注１）16人÷８人＝２学級とは考えず、８人を超えない範囲で下の学年から複式学級を

編制。 

（注２）第４学年の児童（４人）を分割してまで８人の学級を編制するわけではない。 

 

【 例２ 】 

＼学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合 計 

児  童  数 ３人 ２人 ２人 ２人 ７人 ３人 19人 

令和元年度まで １学級 １学級 １学級 １学級 ４学級 

標準学級数 １学級 
○ １学級 ○ 

３学級 
   

（注１）19人÷８人＝３学級とは考えず、８人を超えない範囲で下の学年から複式学級

を編制。 

（注２）８人を超えない範囲で下の学年から編制すると、１･２･３年（７人）で１学級、

（引き続く学年ではないが）４年（２人）と６年（３人）で１学級、５年（７人）

で１学級、合計で３学級。 

 

 

 

 

１学級 
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【 例３ 】  

＼学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合 計 

児 童 数 ２人 ２人 ２人 ７人 ９人 ２人 24人 

標準学級数 １学級 １学級 ２学級 １学級 ５学級 

標準学級数 
○ １学級 ２学級 ○ 

４学級 
    

（注１）24人÷８人＝３学級とは考えず、８人を超えない範囲で下の学年から複式学

級を編制。 

    ５年は８人以上なので複式編制の対象ではない。 

（注２）５年（９人）で２学級、８人を超えない範囲で下の学年から編制すると、１･２･

３年（６人）と（引き続く学年ではないが）６年（２人）で１学級（計８人）、

４年（７人）で１学級、計４学級。 

 

 ※複数の編制が考えられる場合は、学級数が最も小さくなる編制を採用する。  

 

 

＜参考＞ 

 

令和２年度小学校・中学校教職員配当基準 

 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第６条

２項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 41 条に基づき、新潟県

の公立小・中学校の学校ごとの教職員算定数の基準となる学級数と、学級数に

基づく教職員配当について、次のように定める。 

 

（略） 

 

Ⅱ 特別支援学級 

１ 当該市町村教育委員会の管下において新たに入学する児童・生徒数と在

籍する児童・生徒数の障害の種類や程度、すでに開設している特別支援学

級の状況、通学区域、施設設備等を勘案し、市町村教育委員会の意向を踏

まえ、予算の範囲内で、毎年度学校毎に定める。 

 

（略） 

 

 

１学級 
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１ 関係者の心構えと関係者に求められること 

障害のある子供の教育に当たっては、その障害の状態等に応じて、可能性を

最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点

に立って、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要です。この

ため、就学先の決定に当たっては、早期からの相談を行い、子供の可能性を最

も伸長する教育が行われることを前提に、本人・保護者の意見を可能な限り尊

重した上で、総合的な判断をすることが重要です。 

 

２ 就学先決定までの流れ、留意点 

⑴ 保護者への事前の情報提供 

ア 啓発資料の活用（ホームページ、パンフレット、ＤＶＤ映像など） 

  イ 学校見学・体験や先輩保護者の体験を聞く機会を設定など 
 

 ⑵ 就学期における特別な支援が必要な幼児の把握 

ア 早期からの支援機関との連携 

＜支援機関＞ 

認定こども園、幼稚園、保育所、児童発達支援センター、障害児通所支

援事業所、障害児入所施設、その他の医療・福祉・保健の関係機関など 

＜連携の例＞ 

・支援機関への情報の提供 ・個別の計画作成協力 ・ケース会議参加 

・保護者への就学情報の提供 ・特別支援に関する研修機会の提供など 

  イ 就学相談や就学時健診を通した特別な支援の必要な子供の把握 
 

 ⑶ 就学先の検討 

  ア 保護者面談による聴取 

➢ 子供の発達や障害の状態、生育歴や家庭環境 

➢ 教育の状況、教育内容や方法に関する保護者の意向 

➢ 就学先に対しての保護者の希望 

  イ 保護者面談を実施するに当たっての留意事項 

➢ 心を開いて話せる雰囲気づくりと信頼関係づくり 

➢ 単なる質問や調査ではなく、教育に対する意向の十分な聞き取り 

➢ 保護者の情報が少ない、偏っている場合は、適切な情報を提供 

第 2 章 教育相談・就学先の決定 
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  ウ 子供に関する情報の収集 

➢ これまでの教育及び支援機関等からの情報収集 

➢ 行動場面の観察 

⚫ 直接的な関わりと可能性を探る視点 

⚫ 複数の視点からの観察 

  エ 就学先の学校見学や体験入学の実施 

 

 ⑷ 就学先の決定 

ア 保護者からの意見聴取 

➢ 支援を必要とする理由、就学先で得られる教育効果、就学先及び就

学後の支援の内容等について、分かりやすく丁寧に説明 

⚫ 両親や家族での相談、先輩家族からの助言の機会の設定 

⚫ 考える時間の十分な確保 

  イ 教育学、医学、心理学等の専門家の意見を聴取（教育支援委員会等） 

  ウ 本人・保護者、教育委員会及び学校の合意形成 

➢ 市町村教育委員会による総合的な判断 

➢ 本人、保護者に対する十分な情報提供するとともに、本人、保護者

の意見を最大限尊重 

➢ 本人、保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な

支援について合意形成 

➢ 最終的に市町村教育委員会が就学先を決定 

   

障害のある児童生徒の就学先決定について（手続きの流れ） 
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３ 特別支援学級の就学判断 

 ⑴ 障害の程度によるそれぞれの学びの場のイメージ 

   障害の程度によって、通常の学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支

援学校と、柔軟な学びの場が用意されています。 

   通常の学級や通級指導教室対象の子供に対しては、集団による指導を基

本とし、学習の内容や進度、スピードなどを工夫して指導を進めます。通級

指導教室では、学習上・生活上の困難を改善するため、年間 35時間から 280

時間の取り出しで自立活動の指導をすることとなっています。 

   特別支援学級では、集団による指導が困難なことから、小集団指導又は個

別指導を基本とし、個々の実態に応じ、教科等を合わせた指導や自立活動な

どを位置付けた柔軟な教育課程を編成し学習指導を行います。 

   さらに障害が重度の場合は、特別支援学校での学習指導となります。 

   ここで大切なことは、特別支援学級該当の児童生徒は、基本的に小集団指

導や個別指導を中心に行うことで、もてる力を高め、障害による学習上又は

生活上の困難を改善又は克服するための、適切な教育や必要な支援を十分

に享受することができるということです。よって、大半の時間を当該学年の

通常の学級で学ぶ児童生徒は、通級指導教室又は通常の学級が適切な学び

の場である可能性が大きいということになります。このことに十分留意し、

就学判断や特別支援学級の教育課程編成を行うことが重要です。 

 

障害の程度 学びの場 指導形態 

軽度 

 

 

重度 

通常の学級  

 

 

 

通常の学級＋通級(35～280ｈ) 

特別支援学級 

特別支援学校 

 

⑵ 就学先の決定 

    障害のある子供の就学先の決定に当たっては、障害のある子供が、その

年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられる

ようにするため、その者の障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域にお

ける教育の体制の整備の状況等を勘案して決定します。 

   次ページ「特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の対象となる障害 

の種類及び程度」を参考してください。なお、障害の種類及び程度について 

は、文部科学省が令和３年６月に発出した「障害のある子供の教育支援の手 

引」に詳細な記載がありますので、こちらも参考にしてください。 

集団による指導 

小集団指導 個別指導 
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特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の対象となる障害の種類及び程度 
特別支援学校 特別支援学級 通級による指導 

視覚障害者 
両眼の視力がおおむね 0.3
未満のもの又は視力以外の
視機能障害が高度のものの
うち，拡大鏡等の使用によ
っても通常の文字，図形等
の視覚による認識が不可能
又は著しく困難な程度のも
の 

弱視者 
拡大鏡等の使用によっても
通常の文字，図形等の視覚
による認識が困難な程度の
もの 

弱視者 
拡大鏡等の使用によっても
通常の文字，図形等の視覚
による認識が困難な程度の
者で，通常の学級での学習
におおむね参加でき，一部
特別な指導を必要とするも
の 

聴覚障害者 
両耳の聴力レベルがおおむ
ね 60デシベル以上のものの
うち，補聴器等の使用によ
っても通常の話声を解する
ことが不可能又は著しく困
難な程度のもの。 

難聴者 
補聴器等の使用によっても
通常の話声を解することが
困難な程度のもの 

難聴者 
補聴器等の使用によっても
通常の話声を解することが
困難な程度の者で，通常の
学級での学習におおむね参
加でき，一部特別な指導を
必要とするもの 

肢体不自由者 
一 肢体不自由の状態が補
装具によっても歩行，筆
記等日常生活における基
本的な動作が不可能又は
困難な程度のもの。 

二 肢体不自由の状態が前
号に掲げる程度に達しな
いもののうち，常時の医
学的観察指導を必要とす
る程度のもの。 

肢体不自由者 
補装具によっても歩行や筆
記等日常生活における基本
的な動作に軽度の困難があ
る程度のもの 

肢体不自由者 
肢体不自由の程度が，通常
の学級での学習におおむね
参加でき，一部特別な指導
を必要とする程度のもの 

病弱者（身体虚弱者を含
む。） 
一 慢性の呼吸器疾患，腎
臓疾患及び神経疾患，悪
性新生物その他の疾患の
状態が継続して医療又は
生活規制を必要とする程
度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続
して生活規制を必要とす
る程度のも 

（病弱者・）身体虚弱者 
一 慢性の呼吸器疾患その
他疾患の状態が持続的又
は間欠的に医療又は生活
の管理を必要とする程度
のもの 

二 身体虚弱の状態が持続
的に生活の管理を必要と
する程度のもの 

病弱者・身体虚弱者 
病弱又は身体虚弱の程度
が，通常の学級での学習に
おおむね参加でき，一部特
別な指導を必要とする程度
のもの 

 言語障害者 
口蓋裂，構音器官のまひ等
器質的又は機能的な構音障
害のある者，吃音等話し言
葉におけるリズムの障害の
ある者，話す，聞く等言語機
能の基礎的事項に発達の遅
れがある者，その他これに
準じる者（これらの障害が
主として他の障害に起因す
るものでない者に限る。）
で，その程度が著しいもの 

言語障害者 
口蓋裂，構音器官のまひ等
器質的又は機能的な構音障
害のある者，吃音等話し言
葉におけるリズムの障害の
ある者，話す，聞く等言語機
能の基礎的事項に発達の遅
れがある者，その他これに
準じる者（これらの障害が
主として他の障害に起因す
るものでない者に限る。）
で，通常の学級での学習に
おおむね参加でき，一部特
別な指導を必要とする程度
のもの 
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特別支援学校 特別支援学級 通級による指導 
 自閉症者・情緒障害者 

一 自閉症又はそれに類す
るもので，他人との意思
疎通及び対人関係の形成
が困難である程度のもの 

二 主として心理的な要因
による選択性かん黙等が
あるもので，社会生活へ
の適応が困難である程度
のもの 

自閉症者 
自閉症又はそれに類するも
ので，通常の学級での学習
におおむね参加でき，一部
特別な指導を必要とする程
度のもの 

 情緒障害者 
主として心理的な要因によ
る選択性かん黙等があるも
ので，通常の学級で学習に
おおむね参加でき，一部特
別な指導を必要とする程度
のもの 

知的障害者 
一  知的発達の遅滞があ
り，他人との意思疎通が
困難で日常生活を営むの
に頻繁に援助を必要とす
る程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度
が前号に掲げる程度に達
しないもののうち，社会
生活への適応が著しく困
難なもの 

知的障害者 
知的発達の遅滞があり，他
人との意思疎通に軽度の困
難があり日常生活を営むの
に一部援助が必要で，社会
生活への適応が困難である
程度のもの 

 

  学習障害者 
全般的な知的発達に遅れは
ないが，聞く，話す，読む，
書く，計算する又は推論す
る能力のうち特定のものの
習得と使用に著しい困難を
示すもので，一部特別な指
導を必要とする程度のもの 

  注意欠陥多動性障害者 
年齢又は発達に不釣合いな
注意力，又は衝動性・多動性
が認められ，社会的な活動
や学業の機能に支障をきた
すもので，一部特別な指導
を必要とする程度のもの 

 

⑶ 発達障害のある児童生徒の学びの場と指導形態 

   発達障害のある児童生徒の学びの場と指導形態は、知的な障害を伴うか

伴わないかで違いがあります。 

   まず、知的な障害を伴わない発達障害児（自閉症児を除く）は、通常の学

級での集団による指導になります。原則、教科の補充は行わず、児童生徒の

状態に応じた「全体指導の工夫」「個別支援」「焦点化、視覚化、共有化」を

工夫しながら学習指導を行います。障害の状態によっては、通級指導教室で

の特別な指導が必要となる場合もあります。 
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   次に、知的な障害を伴う発達障害児の場合は、基本的に特別支援学級での

小集団又は個別での指導になります。弾力的な教育課程の編成を行い、継続

的な教科の補充を行います。また、障害による学習上又は生活上の困難を改

善・克服するための「自立活動」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市町村教育委員会の役割 

  市町村教育委員会は、域内に住所が存する子供の適切な就学についての責 

任を負っています。そのため、早期から教育相談の機会を設定して、障害の 

状況や本人・保護者の意向を十分に把握しながら、保護者との信頼関係を築 

いていくことが重要です。本人・保護者に就学に関する適切な情報提供に努 

め、就学先の決定にしっかりとかかわっていくことが求められています。 

また、教育支援委員会等を設置し、専門家の意見を聴きながら、就学先決定 

のプロセスをたどっていくこととなりますが、特に教育支援委員会等の事務 

局として、保護者との信頼関係に基づいた十分な説明を行い、保護者との合意 

形成を図りながら、就学先を決定していくことが大切です。 

就学先の決定に当たっては、障害の状態等に応じた学びの場、教育課程、指 

導形態等を提供することを基本とします。次頁の二つの事例は、この基本より 

も周辺の事情に判断の視点が偏ってしまい、適正な判断へと修正する必要が 

生じた事例です。このような視点の偏りを避け、当初より適切な判断ができる 

ように、周辺の事情について適切に対処を進めていくことも重要です。 

知的な障害を伴わない発達障害児の場合 
・原則、教科の補充は行わない 

・児童生徒の状態に応じた「全体指導の工夫」

「個別の支援」「焦点化、視覚化、共有化」 

・学級全体への指導の工夫 

集団 

知的な障害を伴う発達障害児の場合 
・特別の教育課程の編成 

・障害による学習上または生活上の困難を改善・

克服するための「自立活動」を実施 

小集団 

個別 

通級指導教室 

・障害の状態に応じた特別な指導 

35～280時間（週１～８単位時間） 

 

小集団 

個別 
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【事例１】知的障害を伴わない発達障害のあるＡさん(中１)の就学判断 

対象児の実態 
⚫ WISC-Ⅳ：FIQ96、高機能自閉症診断有り、学業不振 
⚫ 対人関係づくりが苦手 
⚫ 友達とのトラブルが絶えない。 

保護者の希望 

⚫ 高等学校に入学させたい。 
⚫ 友達とのトラブルを減らしてほしい。 
⚫ 自閉症・情緒障害学級のＢさんと折り合いが悪いた

め、知的障害学級で学習させたい。 

市町村教育委員会
の判断 

⚫ 学業不振のため、自閉症・情緒障害学級の学習につ

いていけないことが予想される。また、Ｂさんとの
トラブルも想定できる。さらに、自閉症・情緒障害
学級には現在７名在籍しており個別対応が難しい。
保護者も知的障害学級を希望している。 

⚫ 総合的に判断して知的障害学級判断とする。 

  

➢ 学業不振はあるが、WISC-Ⅳの結果から知的障害があるとは認められな
い。さらに、高機能自閉症の診断があることやＡさんの実態より、通級に
よる指導が適切と考えられる。友達とのトラブルが多いということは、コ
ミュニケーションをとることはできていると判断でき、その方法に課題
があると解釈できる。通級による指導を活用し、対人関係等の改善を図り

ながら、通常の学級で個に応じた指導を行うことで、学業不振の改善して
いくことが適当と判断する。 

⇒ 通常の学級の就学（通級による指導の活用）が適正と判断 

【事例２】知的障害を伴う発達障害のあるＣさん(小１)の就学判断  

対象児の実態 
⚫ WISC-Ⅳ：FIQ50、自閉スペクトラム症の診断有り 
⚫ 言葉での簡単な意思の疎通は可能 
⚫ 日常生活において、着替えや食事に介助が必要 

保護者の希望 
⚫ 自閉症・情緒障害学級で特性に応じた支援を望む。 
⚫ 国語、算数など教科の力を付けてほしい。 

市町村教育委員会
の判断 

⚫ 当該校の自閉症・情緒障害学級では４人の児童が下
学年の教科学習と自立活動を中心とした教育課程で
学習している。Ｃさんは広汎性発達障害の診断があ
ることから、自閉症・情緒障害学級で個別指導をす
ることが適当と判断する。 

  

➢ WISC-Ⅳの結果より、知的水準が低いことから知的障害学級で教科等を合
わせた指導を中心に教育課程を編成することが適当である。また、自閉ス
ペクトラム症の特性から、視覚的支援など特性に応じた配慮を同時に行
う必要がある。 

⇒ 知的障害特別支援学級の就学が適正と判断 
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「本人・保護者の意見を最大限尊重」とは 

平成 23年の障害者基本法改正において、以下のことが規定されています。 

「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を
踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び
生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内
容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」（第 16 条
第１項）、「国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及
び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意
向を尊重しなければならない。」（第 16条第２項） 

 

 

平成 24年７月に公表された中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」

において、以下の提言がなされました。 

「就学基準に該当する障害のある子供は特別支援学校に原則就学するという従来
の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意
見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた
総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。」 

 

 

この報告を踏まえ平成 25年９月１日付け、25文科初第 655号「学校教育法施

行令の一部改正について（通知）」の改正の趣旨で、以下のことが指摘されてお

り、この点は改正令における基本的な前提として位置付けられています。 

なお、この報告では「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提
供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、
学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的
には市町村教育委員会が決定することが適当である。」 

 

 

「本人・保護者の意見を最大限尊重」は、就学基準に該当する子供であっても、可

能な限り障害のない子供と共に教育を受けられるよう、本人・保護者の意見を最大限

尊重して就学先の決定を行う、という文脈で使われている。 

つまり、保護者が特別支援学校相当の子供の就学先を小中学校希望とした場合、そ

の意見を最大限尊重し、小中学校に就学させることができる。ただし、子供の可能性

を最も伸長する教育が行われることが前提となる。すなわち、それぞれの子供が、授

業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を

過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、が最も本質的な視点であること

から、保護者への丁寧な説明と合意形成が重要になる。決して、保護者の意見通りに

就学先を決定するものではないことに、改めて留意が必要である。 
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１ 在籍児童生徒に合った教育課程の編成、実施 

⑴ 教育課程編成の基本的な考え方 

   特別支援学級は、小学校又は中学校の学習指導要領に基づいて編成され

ることが原則です。しかし、在籍する児童生徒の状態を考慮すると、通常の

学級の教育課程を適用することが適切ではない場合があるため、特別の教

育課程によることができると規定されています。（学校教育法施行規則第

138条） 

特別の教育課程の編成では、次のことが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成に係る基本的な考

え方については、小・中学校学習指導要領総則に次のように示されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 特別支援学級の教育課程 

【第１章総則第４の２の（１）のイ】 

特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとお

り編成するものとする。 

(ｱ) 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特

別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動を取

り入れること。                  ⇒P14⑵へ 

(ｲ) 児童生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標

や内容を下学年の教科の目標や内容に替えたり、各教科を、知的障

害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えた

りするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。⇒P18⑶へ 

各教科の内容 
 下学年の内容や特別支援学校（知的障害）の各教科の内容に替えることが

できます。 

授業時数 
 各教科・領域等の授業時数は、弾力的な取り扱いができます。 

自立活動の指導 

 特別に設けられた領域（自立活動）の指導を取り入れます。 

各教科等を合わせた指導 
 各教科、道徳、外国語活動、特別活動、自立活動の一部または全部を合わ

せて授業を行うことができます。 

教科用図書 
 学校教育法附則第９条により、当該学年の教科書に代えて、他の適切な教

科用図書（文部科学省著作教科書や一般図書）を使用することができます。 
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⑵ 自立活動について 

   障害のある児童生徒は、その障害によって、日常生活や学習場面におい

て様々なつまずきや困難が生じるため、個々の障害による学習上又は生活

上の困難を改善・克服するための指導が必要です。このため、自立活動の

領域を設定し、それらを指導することによって、児童生徒の人間として調

和のとれた育成を目指しています。また、自立活動の指導が各教科等にお

いて育まれる資質・能力を支える役割を担っています。 

 ア 自立活動の教育課程上の位置付け 

    自立活動は、「個々の児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又

は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態

度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う」ことをねら

いとしています。 

この自立活動は、授業時間を特設して行う自立活動の時間における指

導を中心とし、各教科等の指導において、密接な関連を図って行わなけ

ればなりません。このように、自立活動は、障害のある児童生徒の教育

にとって、教育課程上重要な位置を占めていると言えます。 

  イ 自立活動の指導の特色 

自立活動の指導に当たっては、個々の児童生徒の的確な実態把握に基

づき、指導すべき課題を明確にすることによって、個別に指導目標や具

体的な指導内容を定めた個別の指導計画を作成します。自立活動の指導

は、それに基づいて個別指導の形態で行われることが多いですが、指導

目標を達成する上で小集団や集団での形態で指導することが効果的な場

合も考えられます。 

  ウ 自立活動の「内容」とその取扱い 

自立活動の「内容」は、人間としての基本的な行動を遂行するために

必要な要素と、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するた

めに必要な要素で構成しており、それらの代表的な要素である27項目を

次ページのように六つの区分に分類・整理したものです。 
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  【特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章第２の内容】 

  自立活動の「内容」 

区 分 項 目 

１ 健康の保持 

⑴生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

⑵病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

⑶身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

⑷障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。 

⑸健康状態の維持・改善に関すること。 

２ 心理的な 

安定 

⑴情緒の安定に関すること。 

⑵状況の理解と変化への対応に関すること。 

⑶障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服す

る意欲に関すること。 

３ 人間関係の 

形成 

⑴他者とのかかわりの基礎に関すること。 

⑵他者の意図や感情の理解に関すること。 

⑶自己の理解と行動の調整に関すること。 

⑷集団への参加の基礎に関すること。 

４ 環境の把握 

⑴保有する感覚の活用に関すること。 

⑵感覚や認知の特性についての理解と対応に関するこ

と。 

⑶感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

⑷感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握

と状況に応じた行動に関すること。 

⑸認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関するこ  

 と。 

５ 身体の動き 

⑴姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

⑵姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関する

こと。 

⑶日常生活に必要な基本動作に関すること。 

⑷身体の移動能力に関すること。 

⑸作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

６ コミュニケー

ション 

⑴コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

⑵言語の受容と表出に関すること。 

⑶言語の形成と活用に関すること。 

⑷コミュニケーション手段の選択と活用に関するこ 

と。 

⑸状況に応じたコミュニケーションに関すること。 
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   この自立活動の「内容」とは、個々の児童生徒に設定される具体的な

「指導内容」の要素となるものです。児童生徒の実態把握を基に、個々の

児童生徒に必要とされる項目を選定し、それらを相互に関連付けて具体的

な指導内容を設定することになります。ですので、自立活動の「内容」

は、個々の児童生徒に、そのすべてを指導すべきものとして示されている

ものではないことに十分留意する必要があります。 

   個別の指導計画の作成にあたっては、自立活動の指導の効果が最も上が

るように考えるべきものです。そのための手順の一例を次に示します。 

（手順の一例） 

ａ 個々の児童生徒の実態を的確に把握する。 

  障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境等 

ｂ 実態把握に基づいて得られた指導すべき課題や課題相互の関連を整

理する。 

ｃ 個々の実態に即した指導目標を設定する。 

ｄ 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章第２の内容から、

個々の児童生徒の指導目標を達成させるために必要な項目を選定す

る。 

ｅ 選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内容を設定する。 

具体的には、「特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編」を参照し

てください。 

 

  エ 自立活動の時間に充てる授業時数 

    自立活動の時間に充てる授業時数は、児童生徒の障害の状態や指導内

容に応じて必要な時間を定めるものとします。年間の授業総時数は、通

常の学級と同じですが、各教科の授業時数は、それぞれ年間の授業時間

数を適切に定めることになります。この場合には、特定の教科の時数が

零時間にならないようにします。 

 

オ 自立活動の評価 

 自立活動の評価は、大きく「自立活動の時間」としての評価と、その

子供の実生活からの評価の２つの視点から行うことが大切です。 

① 自立活動の時間としての評価 

＜考え方の例＞ 

実    態 
勝敗を伴うゲームで負けると感情的になったり暴言を吐い

たりする。 

題  材 勝敗のあるゲーム 
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題材目標 勝敗のあるゲームに、感情をコントロールして取り組む。 

指導内容 

学習指導要領「自立活動」から 

２心理的な安定   (1)情緒の安定に関すること。 

３人間関係の形成 (3)自己の理解と行動の調整に関すること。 

活動内容 

①勝敗のあるゲームでの適切な態度を確認する。 

②学級の児童生徒とゲーム（トランプ等）を行う。 

③ゲーム中、ゲーム後の行動を振り返る。 

評 価 １ 

[授業の取組の様子を評価] 

１段階 ２段階 ３段階 

ゲームでの適切な

行動を発表できる。 

自分のとった行動

の良悪が分かる。 

感情的にならずゲ

ームを行う。 
 

 

② 子供の実生活からの評価 

子供の実生活からの評価は、在籍学級での様子や学校、家庭、地域で

の様子から 評価する。記録による変容を追うことも可能だが、下記の

ように評価の視点を設けると、変容が分かりやすく、また、効率的であ

る。 

評 価 ２ 

[特別支援学級での様子を評価] 

１段階 ２段階 ３段階 

以前より感情的に
なる度合いが小さ
い。 

〃 
さらに小さい。 

〃 
さらに小さい。 

負けても最後まで
ゲームに取り組む。 

負けても次のゲー
ムに取り組む。 
（１回） 

負けが続いても次
のゲームに取り組
む。 

 

評 価 ３ 

[学校生活や家庭、地域生活での様子を評価] 

同様 同様 同様 
 

 

③ 実生活に生かせる手立て 

子供の実生活からの評価は、在籍学級での様子や学校、家庭、地域で

の様子から評価する。記録による変容を追うことも可能だが、下記のよ

うに評価の視点を設けると変容が分かりやすく、また、効率的である。 

   [学校の支援を家庭用にアレンジ] 

望ましい態度でゲームに参加

できるようにするための振り返

りの支援が、有効であった。 

→ 
家庭で実施
できる支援
に限定する 

家庭では、振り返りがなかなか成立

しないので、保護者が良い態度の時だ

け褒め、そうでない時はその話題に触

れず、やり過ごすことにした。 
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[学校と家庭とで支援を共有し連携を図る] 

◯学校でできたことを連絡帳で家庭に知らせ、家庭でも褒めてもらう。 

◯学校でできた時に家庭でカードにシールをはり、シールの量で評価を 

高める。 

 

⑶ 児童生徒の実態に応じた教育課程編成の手順 

   特別の教育課程を編成する上で、最も大切なことは児童生徒の実態把握

です。学級の実態や児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等を十分

に把握した上で、教育目標を達成するために最適な指導内容を選択し、効

果的な指導の形態を考えることが大切です。 

   ここでは、知的障害者である児童の実態に応じた各教科の目標を設定す

るための手続きの例を示します。 

（各教科の目標設定に至る手続きの例） 

ａ 小学校学習指導要領の第２章各教科に示されている目標及び内容に

ついて、次の手順で児童生徒の習得状況や既習事項を確認する。 

・ 当該学年の各教科の目標及び内容について 

・ 当該学年より前の各学年の各教科の目標及び内容について 

ｂ ａの学習が困難又は不可能な場合、特別支援学校小学部・中学部学

習指導要領の第２章第２款第１に示されている知的障害者である児童

生徒を教育する特別支援学校小学部の各教科の目標及び内容について

の取扱いを検討する。 

ｃ 児童生徒の習得状況や既習事項を踏まえ、小学校卒業までに育成を

目指す資質・能力を検討し、在学期間に提供すべき教育の内容を十分

見極める。 

ｄ 各教科の目標及び内容の系統性を踏まえ、教育課程を編成する。 

 

以上のように、特別の教育課程を編成する場合には、特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領を参考にすることができます。そこで、特別支援

学校の教育課程を参考にして、「知的障害の程度に応じた特別の教育課程

の編成例」を次ページにまとめました。また、その表の   に関わる障

害種別の教育課程編成の例をＰ20以降に記載しました。 
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知的障害の程度に応じた特別の教育課程の編成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［自立活動中心の内容］ 

知的障害

なし 

軽度 

重度 

知的障害

あり 

 

自 

立 

活 

動 

［下学年の内容］ 

 

［該当学年の内容］ 

 

 

［特別支援学校（知的障
害）の各教科の内容］ 

 

例２ 自閉症・情緒障害学級 

(知的障害を伴う場合) 

例１ 自閉症・情緒障害学級 

(知的障害を伴わない場合) 

例３ 知的障害特別支援学級 
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例１ 自閉症・情緒障害特別支援学級（知的障害を伴わない場合） 

 

ア 障害の特性に応じた教育課程の方針 

 

  該当学年の学習指導要領の学習内容（一部下学年対応可）に自立活動を 

加えて編成します。「自立活動の時間」における指導として授業時間を特設 

して指導します。自立活動では、人とのかかわりを円滑にし、コミュニケ 

ーションをよりスムーズにして、生活する力を育てることを大切にし、「人 

間関係の形成」や「心理的安定」、「コミュニケーション」を中心に具体的 

な指導内容を設定して指導します。 

  

○自立活動の指導は、自立活動の時間における指導だけでなく、各教科、特別

の教科道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の指導を通じて    

も適切に行なわなければなりません。 

○自立活動の具体的な指導内容は、児童生徒の実態把握を基に、指導内容の 

 要素である６区分 27 項目の中から、個々の児童生徒に必要とされる項目を

選定し、それらを相互に関連付けて設定します。 

  👉『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編』を参照 

 

イ 週時程の例      は特別支援学級での指導 

 月 火 水 木 金 

１ 国語（下学年） 外国語 数学（下学年） 外国語 学級活動 

２ 数学（下学年） 数学（下学年） 外国語 国語（下学年） 国語（下学年） 

３ 自立活動 理科 自立活動 道徳 自立活動 

４ 総合   美術 美術 理科 理科 総合 音楽 

５ 保健体育 社会 技術・家庭 社会 社会 

６  保健体育 技術・家庭 音楽 保健体育 

  ※「総合的な学習の時間」を「総合」と表記（25時間×２） 

 (ｱ) 対象生徒Ａさん 

  ○中学校第 1学年、主たる障害は自閉症（知的障害を伴わない） 

  ○自分の失敗を受け入れられなかったり、友達に一方的にかかわったりす

ることがある。 

(ｲ) 週時程作成の留意点 

○人とのかかわりが苦手であるため、グループ活動等の学習が想定される 

時間の前に、自立活動の時間を設定し、人とのかかわり方について学習

します。人間関係の形成、心理的安定、コミュニケーション等に課題を
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もつ生徒４人が集団で学習できるように、週時程を調整します。 

  ○自立活動の時間に充てる授業時数は、生徒の障害の状態や指導内容に応

じて年間 105時間に設定します。国語、外国語、数学の授業時数から 35

時間ずつを充てます。 

  ○生徒の実態に応じて、国語と数学を下学年（小学校）の目標及び内容に

替えます。 

  ○外国語の内容を精選し、年間 105時間で指導します。 

 

 

 

 

 

 

ウ 学習集団一人一人の障害の程度に応じた学習活動の個別化 

 Ａさんは「自立活動の時間」において、ソーシャルスキルトレーニングを中

心とした学習活動を、集団での指導と個別指導の２つの形態で行っています。

以下に集団で行う一単位時間の指導例を示します。 

 実践例１ 領域別の指導 自立活動 

題材名 「聞いて、話して、楽しもう」 

人間関係の形成⑵⑷、コミュニケーション⑵⑸    

 (ｱ) 活動内容  相手の話を聞き取る、必要に応じて相手に情報を伝える

というねらいに即したエクササイズを生徒の実態に応じて

いくつか組み合わせる。 

 (ｲ) 個人目標と学習活動の展開 
 生徒Ａ（中１） 生徒Ｂ（中１） 生徒Ｃ（中２） 生徒Ｄ（中２） 

 

個人目標 

相手の話をよく聞い

て理解することがで

きる。 

相手が分かるように

伝えることができる。 

相手の話を受けて、適

切に返すことができ

る。 

相手を意識して、自分

の伝えたいことを話

すことができる。 

 

学習内容 ○学習活動 ＊評価の観点 

１本時の学習

活動を知る。 

 

 

 

＊本時の見通しを持

ち、目標を立てるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本時の見通しを持

ち、目標を立てるこ

とができる。 

 

 

 

＊本時の見通しを持

ち、目標を立てるこ

とができる。 

 

 

 

＊本時の見通しを持

ち、目標を立てるこ

とができる。 

自立活動の指導は、個別の指導計画に基づき、個別指導の形

態で行われることが一般的です。しかし、社会性を身に付け

ることが目標の場合には、集団での指導が効果的です。小集

団での学習が可能な週時程になるように調整しましょう！ 

１ 本時の学習活動を知る。 

２ 本時のねらいを知り、個人の目標を立てる。 

自立活動では、導入（学習内容、個人目標の確認）→展開

（メインの学習活動）→まとめ（振り返り）をパターン化す

ることで生徒が見通しを持って授業に臨むことができます。 
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学習内容 ○学習活動 ＊評価の観点 

２「仲間なら手

をたたこう」

のゲームを

する。 

 

 

 

 

 

 

＊名前をよく聞いて、

手をたたくことが

できる。 

 

 

 

 

 

＊話し手として、聞き

手の反応を見なが

ら、話す速さを変え

ることができる。 

 

 

 

 

＊話し手の速さに合

わせて間違えずに

手をたたくことが

できる。  

 

 

 

 

＊話し手として、名前  

 を言うことができ

る。 

 

３「都道府県

ビンゴゲー

ム」をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊照合係として、進行            

 係の話を聞いて、県

名を探すことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊進行係として、県の 

 形を照合係に適切 

に伝えることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊照合係として、進行 

係に質問しながら、

県名を探すことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊進行係として、県の  

 形を照合係に伝え 

たり、照合係として

県名を探したりで

きる。 

４「こころか 

るた」をす

る。 

 

 

 

 

＊聞き取った内容に 

対して、適切に質

問したり、感想を

言ったりすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊全員が分かる内容 

や言葉を使って話 

すことができる。 

 

 

 

 

＊聞き手として、うな 

ずくなどの反応を

しながら、口を挟

まずに聞くことが

できる。 

 

 

 

 

＊聞き手の反応を見 

ながら、自分の伝え 

たいことを話すこ 

とができる。 

５振り返りを

する。 

 

 

 

＊本時の目標の自己

評価ができ、次時へ

の見通しと期待感

をもつことができ

る。 

 

 

 

＊本時の目標の自己

評価ができ、次時へ

の見通しと期待感を

もつことができる。 

 

 

 

＊本時の目標の自己

評価ができ、次時への

見通しと期待感をも

つことができる。 

 

 

 

＊本時の目標の自己

評価ができ、次時への

見通しと期待感をも

つことができる。 

１ 話し手は、動物、野菜、乗り物など、分類を決める。それらの名前を次々に言う。 

２ 聞き手は、分類に属している名前が出たら、３回拍手し、属していないものには拍手をしな

い。 

１ 都道府県一覧か県名を選んで 4×4のビンゴカードを作る。 

２ 進行係は県の形が書かれているカードを引き、口頭で特徴を発表係に伝える。発表係は聞き

取って地図から県名を探し、板書して全員伝える。全員はビンゴカードで照合する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行係               発表係         全員 

１ カードを順番に引き、引いたカードに書かれている質問に答える。周りの人はメモを取るな

どしながら聞き手に徹する。 

２ まごころカードが出たら、質問したり感想を言ったりする。 

１ 本時の活動を振り返り、個人目標の自己評価をする。 

２ できたこと、分かったことを発表する。 

ここで使用している「こころかるた」は話し手と聴き手に分

かれてプレイする市販のカードゲームです。生徒の実態に応

じて市販されているものや Web ページ上で公開されている

ものをカスタマイズすれば、効果的に活用できます。 

 

  

恐竜みた
いな形
で･･･ 

 

新潟県だ！ 
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例２ 自閉症・情緒障害特別支援学級（知的障害を伴う場合） 

 

ア 障害の特性に応じた教育課程の方針 

 

  該当学年や下学年の学習指導要領の学習内容に､自立活動を加えて編成 

します。原則として、「自立活動の時間」における指導として授業時間を 

特設して指導します。 

教科別の指導を計画するに当たっては、児童生徒の興味や関心、生活年 

齢、学習状況や経験等を考慮して個別的に選択・組織します。 

知的障害を併せ有する児童生徒については、必要に応じて教科を知的障 

害特別支援学校の各教科に替えたり、各教科等を合わせた指導を行ったり 

することができます。各教科等を合わせた指導を行う場合には、自立活動 

も合わせて指導できますが、主たる障害が自閉症・情緒障害であることか 

ら、「自立活動の時間」を特設して指導することが重要です。 

知的障害教育における教科別の指導は、児童生徒が自立し社会参加する 

 ために必要な資質・能力を身に付けることを重視しています。教科等の指 

 導を実際の生活場面と結び付けて行うことが有効です。 

 

○該当学年の教科の内容及び目標を下学年の内容及び目標に替えることがで 

きます。おおよその目安は２～３学年下までとします。それ以上の差がある

場合には、知的障害特別支援学校の各教科を検討します。 

 ○知的障害特別支援学校の各教科について 

  特別支援学校学習指導要領に示されており、生活に結び付いた内容で構成 

されています。教科別に各教科の基礎的・基本的な内容を系統的に指導する

指導の形態です。指導に際して以下の点に留意します。 

  ☑ 児童生徒の実態等に即して指導目標を設定するとともに、指導内容の 

個別化、具体化を行います。 

  ☑ 生活に結び付いた具体的な活動を学習活動の中心に据え、日々の生活 

の質が高まるようにし、よりよい生活を工夫していこうとする意欲が育 

つように指導します。 

  ☑ 職業教育を重視し、将来の職業生活に必要な資質・能力が育つように、

多様な進路や将来の生活について関わりのある指導内容を組織し指導し

ます。 

  ☑ 段階的な指導を行う中で児童生徒の成功体験を豊富にするとともに、

自発的・自主的な活動を大切にし、主体的な活動を促します。 
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  ○各教科等を合わせた指導については 👉例３ 知的障害特別支援学級 

を参照してください。 

 

イ 週時程の例      は特別支援学級での指導 

 月 火 水 木 金 

１ 自立活動 国語（知） 道徳 国語（知） 国語（知） 

２ 体育 算数（下学年） 自立活動 算数（下学年） 自立活動 

３ 国語（知） 理科 算数（下学年） 体育 社会 

４ 社会 体育 理科 外国語 理科 

５ 音楽 国語（知） 特別活動 総合 図画工作／音楽 

６ 算数（下学年）  総合  図画工作 

   ※「総合的な学習の時間」を「総合」と表記。 

 (ｱ) 対象児童Ｂさん 

  ○小学校第３学年、主たる障害は自閉症（軽度の知的障害を併せ有する） 

  ○こだわりが強く、自分の予想外の事柄には不安定になり、取り組めない

ことがある。状況を把握するまでに時間が掛かる。 

(ｲ) 週時程作成の留意点 

  ○算数は、下学年の目標及び内容に替えます。 

  ○知的障害特別支援学校小学部の国語を取り入れます。 

  ○社会、理科、音楽、図画工作、体育については、子供同士のやりとりの

機会が多い交流学級での交流及び共同学習を行い、学習内容を理解した

り、身に付けたりできるようにします。 

  ○教科別の学習が可能なため、教科等を合わせた指導は取り入れません。 

特別支援学校小学部の教科は、生活、国語、算数、音

楽、図画工作、体育の６教科で、外国語活動は３学年以

上に必要に応じて設けることができます。生活科は、社

会科、理科、家庭科の内容を包括しているのが特徴で、

自立への基礎を体系的に学べるように、内容を構成した

教科です。 

特別支援学校中学部の教科は、国語、社会、数学、理

科、音楽、美術、保健体育、職業・家庭の８教科に外国

語を加えることができます。 

それぞれ、小学校及び中学校の各教科等の目標や内容

等との連続性や関連性が整理されています。 
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○情緒の安定や人間関係の形成を図るため、週の始めと中、終わりに自立

活動を設定し、学校生活に見通しをもったり、人との関わり方を学習し

たりします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 学習集団一人一人の障害の程度に応じた学習活動の個別化 

Ｂさんの算数では、１学年の内容を振り返りながら２学年の内容を学習して

います。プリント学習などの個別学習では集中力の持続が難しいため、児童の

興味や関心を生かし、小集団で楽しみながら目的をもって学習できるように工

夫しています。以下に集団で行う一単位時間の指導例を示します。 

実践例２ 算数 

単元名 「ティッシュＢＯＸカーリングをしよう」 

第２学年 ２位数の加法      

(ｱ) 活動内容  ２チーム対抗でカーリングゲームを行い、得点を競い合う。 

 (ｲ) 個人目標と学習活動の展開（一単位時間の指導例） 
 児童Ａ（小２） 児童Ｂ（小３） 児童Ｃ（小４） 児童Ｄ（小３） 

学習内容 該当学年 下学年対応（知的軽度） 下学年対応（知的軽度） 下学年対応 

個人目標 簡単な場合の２位数

の加法ができる。 

簡単な場合の２位数

の加法ができる。 

２位数の加法ができ

る。 

２位数法の加法がで

きる。 

 

学習内容 ○学習活動 ＊評価の観点 

１本時の活動

と個人目標

を知る。 

    

２チームと役

割分担を確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

＊50＋20 などの十を

単位としてみられ

る数同士の加法を

早く正確にする意

欲をもてる。 

 

 

 

 

 

 

 

＊50＋20 などの十を

単位としてみられ

る数同士の加法を

早く正確にする意

欲をもてる。 

 

 

 

 

 

 

 

＊17＋26 などの２位

数同士の加法を早

く正確にする意欲

をもてる。 

 

 

 

 

 

 

 

＊17＋26 などの２位

数同士の加法を早

く正確にする意欲

をもてる。 

学習内容 ○学習活動 ＊評価の観点 

１  Ａ児とＣ児、Ｂ児とＤ児の２チーム対抗であることを知る。 

２ Ａ児かＢ児が投じる際には、Ｃ児とＤ児が得点集計係として計算をする。Ａ児が投じる際に

は、Ｂ児は進行・表示係を行う。逆も同様にする。 

３ 得点集計係の２人の計算の答えが合っていたら、ゲームを進めることができる。早く正確に

計算を行う必要があることを知る。進行・表示係はゲームの進行と得点板の記載を行う。１人

が３回投じ、２人の合計得点が高いチームが勝ち。 

 

 

１  ティッシュＢＯＸカーリングをすることを知る。 

２ 個人目標を教師と一緒に確かめる。 

 

 

 

Ｂさんの自立活動では、昨年度や今週の活動の様子をスラ

イドで見たり、予定を確認したりして、学校生活に達成感

や満足感、期待感をもてるようにしています。その際、簡

単な調理を入れるなどして、茶話会形式でリラックスしな

がら友達や教師とやりとりを行い、人間関係の形成や情緒

の安定を図っています。 
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３ティッシュ

ＢＯＸカー

リングをす

る。（時間が

あれば２回

戦） 

 

 

 

 

 

 

＊簡単な場合の２位

数の加法ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊簡単な場合の２位

数の加法ができる。 

 

 

 

 

 

 

＊２位数の加法がで

きる。 

 

 

 

 

 

 

＊２位数の加法がで

きる。 

４振り返りを 

する。 

 

 

 

＊今日できるように

なったことが分か

り、次回への期待感

をもつことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今日できるように

なったことが分か

り、次回への期待感

をもつことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今日できるように

なったことが分か

り、次回への期待

感をもつことがで

きる。 

 

 

 

＊今日できるように

なったことが分か

り、次回への期待感

をもつことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ティッシュＢＯＸでカーリングを行う。 

２ 進行係は、ティッシュＢＯＸが止まった場所の点数を判定し、得点板に記載する。 

３ 得点集計係は、プリントに得点を書き写し、筆算で加法を行う。 

４ １人が３回投じたら、役割を交代する。（Ｃ児、Ｄ児、Ａ児、Ｂ児の順） 

５ チームの合計点数を計算して、優勝と準優勝を決める。 

１ プリントの問題を行い、今日できるようになったことを確かめる。 

２ 次回にできるようになりたいことを教師と一緒に確認する。 

得点やルールを替えながら、学習内容を発展させることがで

きます。勝ち負けにこだわらず、ゲームを集団で楽しんだ

り、計算自体に目的意識を持たせたりすることが重要です。 

一人一人の児童に、投げる人、進行・表示係、得点集計係

（２人）の役割を与えることで、待ち時間なく常に活動す

ることができます。教師は計算の指導・支援に集中できま

す。児童は、やることが分かれば、自分から動くことがで

き、称賛を受ける機会も増えます。 

新たにできるようになったことは称賛し、できていたけれど

児童が認めてほしいことは、承認します。基本的には活動中

の即時評価が有効ですが、友達の前で称賛する場面がある

と、より児童の自己肯定感が高まります。それが集団での学

習の良さの一つです。 
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例３ 知的障害特別支援学級 

 

ア 障害の特性に応じた教育課程の方針 

 

  該当学年より下学年の教科の内容と知的障害特別支援学校の教科を取り 

入れ、自立活動を加えて編成します。各教科等を合わせて指導を行う場合 

には、自立活動を合わせて指導することもできますが、指導目標及び指導 

内容に即して効果的な指導を進める必要があります。 

知的障害のある児童生徒は、一般的な特徴や学習上の特性から、学習に 

よって得た知識、技能が断片的になりやすく、実際の生活の場面で生かす 

ことが難しいと言われています。言語や思考活動を中心として働き掛ける 

指導方法よりも、具体的な生活を中心に題材として取り上げ、実際的な生 

活の流れの中で必要な生活経験を通して学習していくことが必要です。 

 職業教育を重視し、将来の職業生活に必要な資質・能力が育つように、 

多様な進路や将来の生活について関わりのある指導内容を組織し指導しま 

す。 

 

 ○知的障害特別支援学校の各教科については、👉例２ 自閉症・情緒障害特

別支援学級（知的障害を併せ有する場合） を参照します。 

 ○教科等を合わせた指導について 

  各教科、道徳科、特別活動、自立活動及び小学部においては外国語活動の一

部又は全部を合わせて指導を行うことを言います。知的障害者である児童

生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、児童生徒の学校での生

活を基盤として、学習や生活の流れに即して学んでいくことが効果的であ

ることから、従前から、日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業

学習などとして実践されてきています。 

  ☑各教科等を合わせた指導を行う場合においても、各教科等の目標を達成

していくことになり、育成を目指す資質・能力を明確にして指導計画を立

てることが重要です。 

  ☑各教科等を合わせた指導を行う際は、児童生徒の知的障害の状態、生活年

齢、学習状況や経験等に即し、以下の各指導の形態の特徴と留意点を参考

にすることが有効です。 

   日常生活の指導 

   「児童生徒の日常生活が充実し、高まるように日常生活の諸活動につい

て適切に指導するもの」です。日常生活の指導では、衣服の着脱、洗面

手洗い、排せつ、食事、清潔など基本的生活習慣の内容や、挨拶、言葉
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遣い、礼儀作法、時間を守ること、きまりを守ることなどの日常生活や

社会生活において習慣的に繰り返される、必要で基本的な内容を広範囲

に扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

生活単元学習 

 「児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために、

一連の活動を組織的に経験することによって、自立的な生活に必要な事柄

を実際的・総合的に学習するもの」です。児童生徒の学習活動は、実際の

生活上の目標や課題に沿って組織されることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※遊びの指導、作業学習については、特別支援学校学習指導要領解説各教

科等編（小学部・中学部）を参照してください。 

 

イ 週時程の例       は特別支援学級での指導 

 月 火 水 木 金 

１ 日常生活の指導 

２ 体育 算数（知） 国語（知） 算数（知） 外国語（知） 

３ 国語（知） 理科 算数（知） 体育 社会 

４ 社会 体育 理科 国語（知） 理科 

５ 音楽 国語（知） 生活単元 総合 図画工作／音楽 

６ 生活単元  生活単元  図画工作 

   ※「総合的な学習の時間」を「総合」と表記 

日常生活の自然な流れに沿って、その活動を実際的で

必然性のある状況下で行います。毎日反復して行っ

て、望ましい生活習慣の形成を図り、繰り返しながら

発展的な内容を取り扱うようにしていきます。できつ

つあることや意欲的な面を考慮し、適切な支援と段階

的な指導を計画的に行いましょう。 

単元は、実際の生活から発展し、児童生徒の知的障害

の状態や生活年齢等及び興味・関心などに応じたもの

で、個人差の大きい集団にも適合するものであること

が大切です。そして、児童生徒が目標をもち、見通し

をもって、単元の活動に意欲的に取り組み、目的意識

や課題解決への意欲を育てる活動を含む単元になるよ

うにしましょう。 



 

- 29 - 

 

 (ｱ) 対象児童Ｄさん 

  ○小学校第３学年、主たる障害は知的障害（中度） 

  ○ボタン止めやひも結びなど、日常生活動作の細部ができていない。 

  ○気分によって、学習への取り組み方の差が大きい。 

 (ｲ) 週時程作成の留意点 

  ○日常生活の指導を帯状に位置付け、毎日同じリズムで生活をスタートで

きるようにしたり、実際の生活上の課題に沿って身辺自立等の学習をし

たりします。 

  ○自立活動の時間は設けず、「日常生活の指導」「生活単元学習」を中心と

しながら教育活動全体を通じて自立活動の内容を指導します。 

  ○児童の実態に応じて、各教科の目標及び内容を知的障害特別支援学校小

学部の各教科の目標及び内容に替えます。 

  ○特別の教科道徳は、道徳教育の全体計画を作成し、教育活動全体を通じ

て指導します。 

  ○社会、理科、音楽、図画工作、体育については、子供同士のやりとりの

機会が多い交流学級での交流及び共同学習を行い、学習内容を理解した

り、身に付けたりできるようにします。ただし、目標及び内容について

は、本児の実態に合わせたものを設定します。社会、理科は学習内容が

本児の実態に合わなくなってきた場合には、知的障害特別支援学校の生

活の目標や内容に替えます。 

  ○生活単元学習では、算数、国語で学習したことを生活上の課題に沿って

指導を進め、定着させるための指導を行います。 

  ○外国語活動は、知的障害特別支援学校の外国語活動の目標や内容に替え

て指導します。 

 

ウ 学習集団一人一人の障害の程度に応じた学習活動の個別化 

Ｄさんを含めた４人で生活単元学習を行っています。主に国語、算数で学習

したことの定着を図るため、児童の興味・関心の高い「秋まつり」を題材に学

習活動を展開します。また、児童が「交流学級の友達を招待して一緒に秋まつ

りを楽しみたい」という目標を持ち、その実現に向けて一つ一つ課題を解決し

ていく活動のなかで、成功体験を積み上げることにより主体性を育くんでいき

ます。 

実践例３ 各教科等を合わせた指導 生活単元学習 

単元名 「みんなで楽しもう！秋まつり！」 

(ｱ)  活動内容   特別支援学級の児童がボウリングゲーム店を出店し、

交流学級の児童を招待する。 
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 (ｲ) 個人目標と学習活動の展開 
 児童Ａ（小２） 児童Ｂ（小４） 児童Ｃ（小６） 児童Ｄ（小３） 

ＦＳＩＱ ６８（軽度） ６５（軽度） ５４（中度） ５３（中度） 

個人目標 ・招待客にゲームの説 

明をすることがで

きる。 

・倒したボールのピン 

の数に応じてチケ

ットを渡すことが

できる。 

・「いらっしゃいませ」 

「ありがとうござ

いました」等と大き

な声で挨拶をした

り、丁寧な言葉遣い

でやりとりをした

りすることができ

る。 

・チケットの数に応じ 

て景品を渡すこと

ができる。 

・「いらっしゃいま

せ」「ありがとうご

ざいました」等

と、大きな声で挨

拶をすることがで

きる。 

・倒れたピンを数え

て、お客に伝えた

り、ボードに数を

記入したりするこ

とができる。 

・「準備できました」と

大きな声で言うこ

とができる。 

・お客が倒したピンを

見本をもとに正し

い位置に並べ直す

ことができる。 

 

教科との関連 国語：小 2レベルの文

章の原稿を読

むことができ

る。 

算数：2 桁の加減の計

算ができる。 

国語：丁寧な言葉を意

識して使うこ

とができる。 

算数：３位数の加減の

計算ができる。 

国語:相手に聞こえる

声で挨拶をする

ことができる。  

算数:身近な物の数を

数えることがで

きる。 

国語: 決められたせ

りふを言うこと

ができる。 

算数:見分けたり、分

類したりするこ

とができる。 

 

学習内容 ○学習活動 ＊評価の観点 

１今年の出店

を決める。 

 

 

 

 

＊輪投げ屋の説明文

を読むことができ

る。 

＊入った輪の数を数

えることができる。 

 

 

 

 

＊輪投げ屋の店員役

で友達に「どうぞ」

など丁寧な言葉で、

輪を渡すことがで

きる。 

＊入った輪の合計を

計算して友達に伝

えることができ

る。 

 

 

 

 

＊輪投げ屋の店員役

で友達に「いらっし

ゃいませ」と大きな

声で言うことがで

きる。 

＊友達から聞いた数を点数

点数表に記入することが

できる。 

 

 

 

 

＊輪投げ屋の店員役

で友達に「準備がで

きました」と言うこ

とができる。 

＊入った輪を抜いて、

色や大きさごとに

分類し、籠の中に入

れることができる。 

 

 

 

 

 

 

２ボウリング

ゲーム店を

や っ て み

る。 

 

 

 

 

＊お客役の職員にゲ

ームの説明をする

ことができる。 

＊倒したペットボト   

ルの数に応じてチ

ケットを渡すこと

ができる。 

 

 

 

 

＊「いらっしゃいま

せ」と大きな声で挨

拶をしたり、丁寧な

言葉遣いでやりと

りをしたりするこ

とができる。 

＊チケットの数に応

じて景品を渡すこ

とができる。 

 

 

 

 

＊「ありがとうござ

いました」と、大

きな声で挨拶をす

ることができる。 

＊倒れたペットボト

ルを数えて、お客に

伝えたり、点数表に

数を記入したりす

ることができる。 

 

 

 

 

＊「準備できました」

と大きな声で言う

ことができる。 

＊倒れたペットボト

ルを見本をもとに

正しい位置に並べ

直すことができる。 

１  去年の秋祭りのビデオを皆で見て、秋祭りに対する興味や関心、見通しをもつ。 

２  昨年度活動した輪投げ屋を体験する。 

３ 今年の出店をみんなで決める。 

３ 

１ ボウリングゲーム店で必要な係や役割を分担する。 

２ ボウリングゲーム店に管理職や他の職員を招待し、模擬運営して、よかったところや、改善

した方が良い点を聞いて修正する。 

「秋まつりを成功させる」という指導目標を児童と共有する

ことが大切です。それを合い言葉に取り組んでいきます。 
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学習内容 ○学習活動 ＊評価の観点 

     

３ 秋祭り当

日にボウリ

ング店を出

店する。 

 

 

 

 

＊招待客にゲームの

説明をすることが

できる。 

＊倒したペットボト

ルの数に応じてチ

ケットを渡すこと

ができる。 

 

 

 

 

＊「いらっしゃいま

せ」「ありがとうご

ざいました」等と大

きな声で挨拶をし

たり、丁寧な言葉遣

いでやりとりをし

たりすることがで

きる。 

＊チケットの数に応

じて景品を渡すこ

とができる。 

 

 

 

 

＊「いらっしゃいま

せ」「ありがとうご

ざいました」等

と、大きな声で挨

拶をすることがで

きる。 

＊倒れたペットボト

ルを数えて、お客に

伝えたり、点数表に

に数を記入したり

することができる。 

 

 

 

 

＊「準備できました」

と大きな声で言う

ことができる。 

＊お客が倒したペッ

トボトルを見本を

もとに正しい位置

に並べ直すことが

できる。 

 

  

１ ボウリングゲーム店を開店の準備をする。 

２ 交流学級の友達をボウリング店に招待し、ゲームを楽しんでもらう。 

３ 秋祭り当日のビデオを見て、活動を振り返る。 

 

 

児童一人一人が力を発揮できるように、役割を決めます。

様々な役割を担い、お互いに協働しながら課題を解決してい

くことで、自己有用感が高まり主体性が育まれます。 
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⑷ 交流授業の実施の検討、設定 

ア 交流及び共同学習の目的 

    交流及び共同学習は、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の双

方にとって、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを

学ぶ機会となり、共生社会の実現に向けて大きな意義を有しています。 

交流及び共同学習の目的は次の二つの側面があり、意識して推進してい

くことが必要です。 

 

 

 

 

    しかし、①について、交流及び共同学習が単発での交流や障害について

形式的に理解させる程度にとどまっていたり、相互理解が深まらないた

めに適切な関わりができなかったりする場合があります。また、②につい

て、特別支援学級の児童生徒が通常の学級の児童生徒と同じ場にいるだ

けで効果的な学習につながっていなかったり、特別支援学級の児童生徒

が学習の到達目標が分からず、通常の学級の児童生徒と自分を比較して

自己肯定感が下がったりする場合があることに留意します。 

 

イ 交流及び共同学習の設定 

    交流及び共同学習は、特別支援学級における学習活動を主として計画

的に実施し、特別支援学級での学習が交流及び共同学習で行った教科等

の補充にならないように留意しなければなりません。特別支援学級と通

常の学級のそれぞれの教育課程を尊重し、一層充実補完するための指導

内容として交流及び共同学習を位置付け、双方の児童生徒にプラスにな

るような交流及び共同学習になるようにします。 

授業時間内に行われる交流及び共同学習は、通常の学級の授業として

位置付けられているため、交流学級担任等と適宜情報交換を行い、効果

的な学習になるよう一人一人に合った支援体制を工夫する必要がありま

す。そのため、一人一人の目標を明確にし、その児童生徒に応じた課題

を設定して交流します。内容・時間・回数などは児童生徒の変容等を観

察しながら成果や課題を踏まえて、柔軟な対応を行います。 

但し、大半の時間（週の授業時数の半分以上）を交流学級で学ぶ場合

は、通級指導教室又は通常の学級が適切な学びの場である可能性が大き

いと考えられますので、学びの場の変更を検討する必要があります。 

 

① 相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流

の側面 

② 教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面 
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２ 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成手順とポイント 

特別支援学級においても、平成 30 年８月の学校教育法の一部改正において

個別の教育支援計画の作成が義務化されました。このことを受け、令和２年３

月に県では「個別の教育支援計画・個別の指導計画作成と活用のためのハンド

ブック」を作成・配付しました。ここでは、個別の教育支援計画・個別の指導

計画の作成手順とポイントについて示します。 

目安の時期 内  容 

３月（年度末） 

～ 

４月（年度初

め） 

➀ 相談・引継ぎ 

・前任者や他機関から、本人に関する情報やこれまでの取組に

ついての情報を引継ぎます。 

・子供が困っている状況について、保護者から相談があった場

合は、面談等の場を設定して、願いや希望を聞き取ります。 

 

４月 

（年度初め） 

➁ 実態把握 

  ・行動観察や聞き取り、チェックリスト等を通して、子供の発

達段階や強みや弱み、学習面・生活面における課題を把握し

ます。また、できる支援の手立てについても検討します。 

 

➂ 保護者との信頼関係の構築と合意形成 

  ・家庭訪問や面談等の機会を利用して、子供の困難さについて、

保護者との共通理解を図ります。個別の教育支援計画等の作

成について、保護者の願いや希望を丁寧に聞き取り、作成へ

と進みます。 

 

 

４月 

  ～ 

おおよそ 

５月末 

 

 

 

 

 

➃ 作成 

  ・収集した情報や本人・保護者の願いを基に、おおよそ３年後

を見通した長期目標を設定（個別の指導計画の場合は学期等

で設定）します。 

  ・保護者の同意を得た上で、関係機関と情報交換を行い、目標

や支援内容、提供する合理的配慮等を記入します。 

・原案を基に校内委員会で検討し、関係職員で共通理解を図り

ます。 

 

新担任や特別支援教育コーディネーター等の関係職員 

 

担任（必要に応じて特別支援教育コーディネーター等も参加）、保護者 

‐重要‐ 
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おおよそ 

５月末までに 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 保護者への説明 

  ・個別の教育支援計画等の記載事項について、面談や家庭訪問

等の機会を利用して、保護者に説明し合意形成を図ります。

保護者との話し合いを通じて修正する部分が出てきた場合

は、再度検討し、関係者で共通理解を図ります。 

 

 

 

完成後 

（随時） 

⑥ 支援の実施 

  ・支援を開始して目標が達成された、もしくは子供の実態との

ズレが生じてきた場合は、保護者や関係者と目標や支援につ

いて見直し、随時修正を行います。 

 

 

 

 

 

 

年度末 

（学期） 

⑦ 評価と次年度の目標等の確認（引継ぎの準備） 

  ・年度末（又は学期）に関係者で支援会議を開き、支援の成果

と課題を話し合い、評価を行います。 

  ・次年度に向けて目標や支援内容等の確認を行い、次年度へ引

継ぎます。 

 

 

 

 

 

 

担任、特別支援教育コーディネーター、関係職員、保護者 

〈Point〉 

計画と子供の姿にズレが生じた場合には、設定した目

標をさらに細分化するなど、子供の実態に応じて柔軟に

修正を加えていくことが大切です。 

担任、特別支援教育コーディネーター、関係職員、保護者 

担任、特別支援教育コーディネーター、関係職員、関係機関 

〈Point〉 

どんな目標が「実現可能」か、という観点で話し合うこ

とで、支援者間での共通理解が図られやすくなります。ま

ずは、できることからスタートしていきましょう。 
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児童生徒氏名
ふ り が な

 〇〇 〇〇 性別  生年月日     年  月  日 

児童生徒 

住    所 

〒 

 

℡（   ）    － 

保護者氏名
ふ り が な

  

緊急連絡先  

入学前の情報 

（障害名） 

・小学校では活発に遊ぶ子であったが、友達とのトラブルが絶えなかった。 

・医療機関（〇〇病院〇〇先生）を受診。ADHD（注意欠陥多動性障害）の診断を受ける。 

生活の様子 

【好きなこと・得意なこと・困っていること等】 

・昆虫が好きで、自宅でも飼っている。 

・授業中であっても、気になることがあると離席することがある。 

・些細なことから、友達とけんかになることが多い。 

願い・希望 
【本人】友達と仲良く遊びたい。 

【保護者】落ち着いて、勉強に取り組んでほしい。友達と仲良くしてほしい。 

長期目標 
・友達に自分の気持ちを適切な言葉で伝え、仲良く活動に取り組む。 

・学習に集中できる環境を整えることで、離席の回数を減らす。 

学校における支援 

・集団で学習活動をする際のルールを事前に示す。 

・トラブルのときは、教師が事実を整理したり、相手の

意図を伝えたりするなどの仲立ちをする。 

・受業スケジュールを事前に示し、見通しをもたせる。 
 

【評価・引継ぎ事項】 

 

関係者による支援 

家庭 

母：料理や掃除等のお手伝

いの機会を作る。 

地域 

水泳教室： 

週に１回土曜日に参加 

福祉 
発達支援センター〇〇 

（〇〇相談員）：月に１回

保護者面談を行う。 

医療 
〇〇病院（〇〇先生）：３カ

月に１回受診。薬の調整と

支援方針の確認を行う。服

用有（コンサータ〇㎎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別の教育支援計画 

上記の内容について了承します。 

         年 月 日  保護者氏名                印 

・特に決まった様式はありませんが、子供の生育歴や現在の状態、また、本人・保護
者の願いや長期目標、学校と各関係機関における支援の内容についての項目が必要
となります。 

・情報収集に当たっては、子供を理解するためだけではなく、指導・支援の手がかり
にするという視点をもって行うことが大切です。担任一人だけでなく、特別支援教
育コーディネーターや校内委員会等がサポートしながら、チームで行います。いつ
頃までにどんな情報が必要かを整理し、見通しをもって進めましょう。 

・個人情報の取扱いには十分留意します。関係機関からの情報を得る場合は、事前に
保護者の同意を得るようにしましょう。 

・長期目標は本人や保護
者の願いを大切にし、
できるかぎり反映させ
ましょう。 

・支援については、保護者
と十分話し合い、校内
委員会での検討内容を
記入します。 

〔記入日〕      年  月  日 

〔記入者〕              

・子供の好きなこ
と、興味・関心のあ
ることに関する情
報は、支援を考え
る上で大切な情報
です。 

ポイント 

様式例(自閉症・情緒学級) 
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学年 １年 
氏名
ふりがな

 □□ □□ 性別  生年月日  
（自閉症・情緒障害学級在籍） 

〈得意なこと、興味・関心〉 

・昆虫に興味があり、自宅では、カブトムシの飼育を毎年続けて

いる。 

・関心のあることについては、忘れずに続けることができる。 

・授業中に、ユニークな発言で場を和ませることがある。 

〈苦手なこと・配慮すること〉 

・大きな集団や騒々しい場所（場面）は苦手。

様子を見て声掛けをし、落ち着ける場所で休

憩するよう促す。 

・授業時間（50 分）、椅子に座って、学習し続

けることができない。無理に授業に戻さない

ようにしている。 

 実態 目標 指導・支援方法 評価 

自立活動 

・休み時間に、友達と楽し

く遊ぶ様子が見られる

反面、相手の気持ちを無

視して、自分よがりな発

言や行動をとってケン

カになることがある。 

・交流学級での騒がしさ

に、椅子を蹴っていら立

ちを表すことがある。 

・友達と関わるときの

課題を意識して、行

動できる場面を増や

す。 

・気持ちが不安定にな

ったときに、教師に

助けを求めることが

できる。 

・落ち着いているときに、友人関

係について考えさせ、自分の課

題を確認させる。 

・どうすればうまくいくかを、ソ

ーシャルストーリーを用いて

考えさせる。 

・事前に落ち着ける場所を教師

と一緒に決めておき、確認させ

る。 

 

国語 

・自分の思いや考えを、簡

単な文章にして表現す

ることができる。 

・文章表現の中で助詞が抜

けてしまうことが多々

ある。 

・語句と語句の間を意

識しながら、文章表

現することができ

る。 

・書き表す内容を、ゆっくりと発

声し、確認しながら書かせる。

次第に発声をなくすようにす

る。 

・一通り書いた後に、文節ごとに

見直すよう促す。 

 

算数 

・計算が得意で、小６程度

の課題に取り組むこと

ができる。一方、文章題

を理解することが苦手

である。 

・文章に含まれる数の

関係を理解して計算

の仕方を考え、小６

程度の文章題を解く

ことができる。 

・本人が興味のもてる昆虫に関

する文章題を用意する。問題に

取り掛かる前に、本人と一緒に

絵や図を使って、数字同士の関

係を整理する。 

 

保健体育 

・交流学級における表現運

動等の集団活動は苦手

である。 

・陸上運動などの個人競技

は得意としている。 

・小集団でのボールを

使ったゲーム的な運

動を楽しむことがで

きる。 

・交流学級での授業の進め方を

事前にホワイトボードで示し

見通しをもたせる。 

・気心の知れた友達を含めた小

集団での活動を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別の指導計画 

〔記入日〕      年  月  日 

〔記入者〕              

・個別の教育支援計画と同様に決まった様式はありません。目的や用途に応じて、使

いやすい様式にアレンジしたものを使用します。子供の「実態」と「目標」、「指

導・支援」、「評価」のつながりが確認できるようにすることが大切です。 

・目標は基準や条件が分かりやすい具体的な行動で表記することが重要です。目標が

具体的であれば、子供の姿から達成できたかどうか、評価が行いやすくなります。

また、各教科の評価は、観点別学習状況を踏まえて行います。評価の結果から必要

に応じて目標の見直しや指導・支援方法の改善を図りましょう。 

ポイント 

様式例(自閉症・情緒学級) 
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１ 特別支援学級の「弾力的な運用」とは 

特別支援学級の「弾力的運用」とは、特別な教育的支援を必要とする児童

生徒の教育的ニーズに応えるために、特別支援学級の場や担当者の専門性を

活用し、指導や支援を行うことです。これは、通常の学級に在籍し、通級の

指導を受けていない発達障害等の児童生徒に対する支援の一つです。 

特別支援学級担任の専門性を効果的に活用して、児童生徒の教育的ニーズ

に確実に応えるために、実施に当たっては校内体制を工夫することが必要と

なります。 

 

 

 

 

２ 「弾力的な運用」の実際例 

 ⑴ 交流及び共同学習における取組 

・特別支援学級の在籍児童生徒が交流及び共同学習で、通常の学級におい

て活動する際に、特別支援学級の児童生徒の支援をしながら、通常の学

級の児童生徒の支援も行う。 

・特別支援学級の教材・教具、補助プリント等の資料を活用する。 

 

 ⑵ 授業時間内に実施する個別指導や少人数のグループ指導 

  ・通常の学級の在籍で、特別な支援を必要とする児童生徒に対して特別支

援学級や学習室において、個別指導や少人数のグループ指導を行う。 

 

⑶ 授業時間外に実施する個別指導や少人数のグループ指導 

 

【「弾力的な運用」がうまくいく場合の例】 

・学校全体で発達障害等の児童生徒の支援を行い、通常学級の担任が自

分の役割を理解し実践していること。 

・特別支援学級に在籍している児童生徒が少数であること。 

・特別支援学級担任教員の専門性が高いということ。 

(国立特別支援教育総合研究所（2007）の報告) 

【参照：「現行制度の弾力化」について】 

「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」文部科学省 

（2005） 

   第４章 特別支援学級の「弾力的運用」 
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特別支援学級の弾力的運用のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級 

特別支援学級 
の児童生徒 

特別支援学級の担任 

通常の学級 

通常の学級の担任 

⑴ 交流及び共同学習 

での指導や支援 

通常の学級 
の児童生徒 

通常の学級の特別な支援
を必要とする児童生徒 

 

⑵ 個別 
少人数指導 

学習室等 

通常の学級の特別な支援
を必要とする児童生徒 

 

特別支援学級の担任 

⑶ 個別・少人数指導 

通常の学級の特別な支援
を必要とする児童生徒 

http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/102019.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/101006.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/101007.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/102001.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/204007.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/204007.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/204007.gif
http://droplet.ddo.jp/drops/drops_512_gif/102019.gif
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３ 特別支援学級の「弾力的な運用」の留意点 

   特別支援学級の「弾力的な運用」は、あくまでも現行制度内で行われるも

のです。「教育課程の弾力的運用」ではありません。拡大解釈をしないよう

に留意してください。 

 

・通常の学級に在籍している児童生徒は、「特別支援学級」や「通級による

指導」の対象者のように、特別の教育課程は編成できません。 

・個別指導や少人数のグループ指導で取り出しの指導を行う場合は、通常の

学級の教育課程に基づきつつ、個に応じた支援や指導が望まれます。 

・通常の学級に在籍している児童生徒が、特別支援学級の児童生徒と同じ場

で指導を受ける場合は、通常の学級の教育課程による学習内容と同じであ

ることが条件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別支援学級担任が「通常の学級在籍の学習の遅れている児童生徒に対する

個別指導」を行うのは、少人数指導や補充学習等であり、「特別支援学級の弾

力的運用」とは異なります。 

※特別支援学級担任は、本来、特別支援学級に在籍する児童生徒のための教員

です。「特別支援学級の弾力的運用」や「通常の学級在籍の学習の遅れてい

る児童生徒に対する個別指導」を行う際は、特別支援学級に在籍する児童生

徒の指導に支障がないことが前提となります。 

 

 

 

 

◆ 「弾力的な運用」が多くの時間必要な児童生徒の場合には、学び方に応

じた学習の場として特別の教育課程の編成の必要性を校内委員会等で検

討し、校内就学指導へ移行することが必要な場合もあります。 

◆ 「弾力的な運用」を行う際は、校内委員会等において、その必要性、目

的、指導時間及び指導期間、指導内容、配慮事項などを明確にし、保護

者の了解を得たうえで個別の指導計画に基づいた指導をすることが大切

です。 
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１ 特別支援学級担当教員に関する免許制度について 

小中学校の特別支援学級での指導に必要な免許は、その学校種の免許、つま

り小学校教諭免許状、中学校教諭免許状です。現行制度では、特別支援学校教

諭免許状を有すること等の法令上の規定はありません。 

しかし、小中学校の特別支援学級や通級による指導の担当教員は、特別支援

教育の重要な担い手であり、その専門性が校内の他の教員に与える影響が極め

て大きいことから、特別支援学校教諭免許状を取得することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

参考：特別支援学校教諭免許状の取得方法 

◇特別支援学校教員免許状は、以下の取得方法があります。 

  ○各都道府県・指定都市教育委員会が実施する認定講習に参加し取得する。 

  ○放送大学や通信教育課程のある大学で取得する。 

  ○大学へ編入して取得する、大学院派遣により大学院へ入学して取得する 

  ○現職教員を対象とした教育職員検定（免許法第６条）により取得する。 

  ○国立特別支援教育総合研究所のインターネットによる免許法認定通信教

育を利用する。 

 

 

２ 中学校特別支援学級担当教員に必要な免許状 

特別支援学級は、実態に応じて特別の教育課程が編成されますが、中学校の

特別支援学級では、教育職員免許法に定められているとおり、編成する教育課

程により必要免許状が異なります。 

  ○当該学年相当の教科指導を行う場合は、当該教科の免許状が必要。有して

いない場合は、免許外教科担任の申請が必要。（下学年相当の教科指導を

行う場合も同様。） 

第５章 特別支援学級担任の資格・要件 

◆教育職員免許法 第３条 第３項 
 →特別支援学校の教員であるために必要とされる免許状についての法的根拠 
◆「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め
合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」 

Ｈ27年 12月 21日中央教育審議会 
 →特別支援学校教諭等免許状の所持率向上に関する国の方針 
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  ○各教科を知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の

各教科に替える場合は、当該教科の免許状は必要ではない。 

  〇各教科等を合わせた指導や自立活動の指導を行う場合、特別支援学校教

諭免許状は必要ではない。 

 

【中学校特別支援学級での特別の教育課程における担当教員に必要な免許状】 

指導内容等 
必要な免許状 

当該教科の免許状 特別支援学校教諭免許状 

・当該学年相当の教科 〇必要 ●必要ではない 

・下学年相当の教科 〇必要 ●必要ではない 

・知的障害特別支援学校 

 の各教科に替える場合 

（合わせた指導を含む） 

●必要ではない※ ●必要ではない 

・自立活動の指導  ●必要ではない 

  ※教育職員免許法に従い、各教科の指導には、当該教科の免許状を所持する

教員による指導が原則ですが、子供の障害の状態を考慮の上、各教科を知

的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替

える場合は、上記のように当該教科の免許状は必要ありません。但し、特

別支援学校学習指導要領を参考にし、実態に応じた教育課程を編成し指

導します。 

 

 

３ 特別支援学級担任としての専門性 

 

前述したように、小中学校の特別支援学級や通級による指導の担当教員は、

小中学校における特別支援教育の重要な担い手であることから、研修等による

専門性の向上が求められています。 

○特別支援教育全般に関する基礎的知識（制度的・社会的背景・動向等） 

○担当する子供の障害種に関する心理（発達を含む）や障害の生理・病理に

関する一般的な知識・理解 

○担当する子供の障害種に応じた教育課程、指導法に関する知識・理解及び

実践的指導力 

○通常の学級担任等への指導・助言を行うにあたっての対人関係スキルやカ

ウンセリングスキル等 
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１ 特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の時数 

学級とは、継続的に組織される児童生徒の単位集団であり、特別支援学級は、

障害のある児童生徒が、年間を通じてその学級において活動することを前提と

して編制され、障害に応じた指導が行われるものです。交流及び共同学習は、障

害のある児童生徒の交流先の学級での活動を特別支援学級担任がサポートする

など、適切な指導体制を整えられる範囲内で実施される必要があります。 

また、特別支援学級に在籍する児童生徒が、一人一人の障害の状態や特性及び

心身の発達の段階等に応じた指導を十分に受けられるようにするため、特別支

援学級で行う授業について、原則となる一定の目安を設けることが必要です。  

これらを総合的に勘案し、原則として、特別支援学級においては、週の授業時数

の半分以上の授業を行うことを目安とします。 

ただし、次年度に特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更を検討し

ている児童生徒について、段階的に交流及び共同学習の時数を増やしている場

合や、病弱の児童生徒の病状が学期途中で改善した場合等、当該児童生徒にとっ

ての教育上の必要性がある場合においては、この限りではありません。 

 

 

２ 学びの場の変更について 

文部科学省の「障害のある子供の教育支援の手引」や通知にもあるとおり、特

別支援学級に在籍している児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として

通常の学級で学んでいる場合には、通常の学級に学びの場の変更を検討します。 

また、自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍している児童生徒は、「集団不適

応」や「対人関係の形成困難」、「社会生活の適応困難」等の理由があって在籍し

ています。しかし、国・算（数）・英といった一部の教科のみ特別支援学級で学

ぶ、自立活動の時間が少ないといった教育課程は不適切と考えます。学びにくさ

は他の教科や領域も同様であり、特定の教科について“主要教科”などと軽重を

付けるのは好ましくありません。他の教科が特別な支援なく通常の学級で学べ

るならば、その児童生徒は通常の学級に在籍し、必要に応じて通級指導教室の利

用を検討するのが適切であると考えます。この考えは、知的障害特別支援学級等

も同様です。 

第６章 特別支援学級の授業時数等 
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１ 特別支援学校学習指導要領解説 各教科等（小学部・中学部）平成 30年３月 

２ 特別支援学校学習教育要領・学習指導要領解説 自立活動編 平成 30年３月 

３ 小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総則編 平成 29年７月 

４ 中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総則編 平成 29年７月 

５ 障害のある子供の教育支援の手引 ～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学

びの充実に向けて～ 令和３年６月 

６ 文部科学省：交流及び共同学習ガイド 平成 31年３月 

７ 第一法規：特別支援教育ハンドブック 令和元年 

８ 全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 

  ：「特別支援学級」と「通級による指導」ハンドブック 令和元年 

９ 国立特別支援教育総合研究所 

  ：小学校・中学校管理職のための特別支援学級の教育課程編成ガイドブック-試案- 

   平成 28年 

10 長崎県教育委員会 

：特別支援学級及び通級指導教室教育課程編成の手引（小学校・中学校用）令和元年 

11 埼玉県立総合教育センター：特別支援学級ハンドブック 平成 30年 

12 新潟市教育委員会：管理職と担任のための特別支援学級ガイドブック 平成 29年 

13 岡山県総合教育センター：自立活動ハンドブック 平成 27年 

14 長野県教育委員会：特別支援学級ガイドライン 平成 26年 

15 茨城県教育研修センター：特別支援学級スタート応援ブック 授業づくり編 第３版 

                                                                     平成 31年 

16 文部科学省：特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知） 

                                  令和４年４月 
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